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告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
横
浜
町
字
吹
越
五
四
の
七
六
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

青
森
県
告
示
第
九
百
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
弥
蔵
釜
七
七
番
地
一
九
最

上

雅

樹

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
塩
越
二
九
三
番
地
二五
十
嵐

忠

彦

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
塩
越
一
三
六
番
地
赤

平

泰

昭

外
ヶ
浜

�
�
�
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
む

つ
山
辺
沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日

下
北
地
域
県
民
局
長

長

津

秀

二

公

安

委

員

会

電
子
計
算
機
等
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日

青
森
県
警
察
本
部
長

山

本

有

一

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
設
置
及
び
保
守
等
を
含
む
賃
貸
借
料
と
し
、
そ
の

仕
様
等
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。

電
子
計
算
機
等

(

警
察
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
整
備
分)

一
式

二

賃
貸
借
期
間

平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

(

た
だ
し
、
こ
の
契
約
に

係
る
予
算
の
削
減
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
が
あ
る
。)

三

設
置
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

む
つ
市
新
町
三
番
一
一
号

新

谷

廣

む
つ
市
海
老
川
町
一
六
番
二
四
号

坪

政

弘

む
つ
市
大
曲
一
丁
目
一
三
番
一
〇
号

畑

井

大

輔

田
名
部

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃

高
阪

繁

樋
山

卯
一

太
田

智

木
村

孝
一

小
山
内
秀
治

室
舘

義
明

斉
藤

敏
雄

小
山
内
清
秀

白
井

二
郎

畳
指
喜
代
一

室
舘

政
吉

む
つ
市
金
曲
二
丁
目
六
の
八

〃

新
町
一
の
一
九

〃

金
曲
二
丁
目
六
の
二
一

〃

金
曲
一
丁
目
一
一
の
一
八

〃

金
曲
二
丁
目
一
三
の
七

〃

大
字
田
名
部
字
上
道
八
七
の
八
九

〃

大
曲
一
丁
目
八
の
九

〃

金
曲
二
丁
目
八
の
三

〃

横
迎
町
一
丁
目
五
の
六

〃

横
迎
町
二
丁
目
三
の
七

〃

大
字
田
名
部
字
品
ノ
木
三
四
の
一

平
成

��

･

��･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

��退
任

〃

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

太
田

智

庭
瀬

照
文

樋
山

卯
一

木
村

孝
一

津
島

勝
廣

対
馬

教
孝

高
阪

繁

小
山
内
清
秀

熊
谷

正
治

白
井

二
郎

〃

金
曲
二
丁
目
六
の
二
一

〃

新
町
二
六
の
一
五

〃

〃

一
の
一
九

〃

金
曲
一
丁
目
一
一
の
一
八

〃

金
曲
二
丁
目
一
の
九

〃

大
字
田
名
部
字
内
田
四
二
の
三
七
八

〃

金
曲
二
丁
目
六
の
八

〃

〃

八
の
三

〃

横
迎
町
一
丁
目
二
の
一
三

〃

〃

五
の
六

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

� �
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１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加

資
格)

の
一
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
計
算
組
織
に
係
る
機
器
等
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等

級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

会
計
課
用
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
四
年
一
月
十
二
日

正
午

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

三
階

会
計
課

平
成
二
十
四
年
一
月
十
二
日

午
後
二
時

六

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。

七

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額

(

翌
年
度
以
降
は
各
年
度
ご
と
の
契
約
金
額)

の
百
分
の

五
以
上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
と
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行

し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

十

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
満
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り

義
務
づ
け
る
入
札
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反

し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
者
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の
総

額
の
う
ち
二
か
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す

る
こ
と
と
す
る
。

４

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
平
成
二
十
三
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
四
年
度

か
ら
平
成
二
十
七
年
度
の
契
約
金
額
は
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
た
額
を
二
で
除
し
て
得
た
額

と
し
、
平
成
二
十
八
年
度
の
契
約
金
額
は
落
札
価
格
に
十
を
乗
じ
た
額
を
二
で
除
し
て
得
た
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額)

と
す
る
。
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日

青
森
県
警
察
本
部
長

山

本

有

一

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

解
析
図
化
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
通
商
事
株
式
会
社
仙
台
支
店

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
三
丁
目
一
の
一

六

契
約
金
額

三
百
七
十
四
万
二
千
二
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


